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1.監視・情報班

大気汚染防止法第22条に基づく大気汚染の常時監視

及び県民，事業者，民間団体等に対する環境情報の提

供などを主な業務としている。

1.1大気汚染の常時監視

大気汚染の常時監視は，平成15年3月末現在で県内8

市町に一般環境大気測定局11局と自動車排出ガス測定

局4局の計15測定局を設置して（表I,図I)全局でテレ

メータシステムによる常時監視を行っている。また，

県内主要工場については，公害防止協定に基づき発生

源測定局を設置して（表2)ばい煙及び排出水について

テレメータシステムによる常時監視を行っている。

なお，一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定

局の測定結果については，調査報告として本年報に取

りまとめている。

表1

測定局名

一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局の測定内容

測定項目

Ox CO 
設置場所

S 01 SPM NOx HC 風向・風速

［一般環境大気測定局］

大館 大館鳳鳴高校敷地内
能代東 山本地域振興局内

能代西 能代工業高校敷地内

桧山 旧檜山中学校グランド跡地

浅内 浅内小学校敷地内
昭和 昭和町商工会館敷地内

船川 船川泉台地内

船越 船越公民館敷地内

本荘 尾崎小学校敷地内
大曲 仙北地域振興局内

横手 平鹿地域振興局内

［自動車排出ガス測定局］

鹿角自排 十和田公民館跡地
大館自排 大館市立総合病院敷地内
能代自排 能代市役所第四庁舎敷地内

横手自排 新秋田いすゞ横手（営）隣地
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表2

測定局名
SOx NOx 

東北製紙I O 0 
東北製紙2 0 0 
東北製紙3 0 0 
秋田火力 I O O 0 
秋田火力 2 0 0 0 
秋田火力 3 0 0 0 
秋田火力 4 0 0 0 
能代火力 I O O O 0 
能代火力 2 0 0 0 0 

秋田精錬l 0 0 秋田市
秋田精錬2 0 管理
第一製薬 0 0 0 0 0 0 0 

燃料使用量

発生源（工場・事業場）測定局での測定内容

測定項目

発電量 燃料中S分

゜
H
 

p
-0 

COD 

゜
水温 排水彙

管理区分

゜ ゜ 県管理

゜
0

0
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態代西爾●一疇能代稟局
―檜山局
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一

③こどもエコクラプの活動状況

④こどもたちの環境学習

1.2.2環境学習室等の利用状況

環境学習室の利用及び環境教材等の貸出し状況は．

表3のとおりである。

表3 環境学習室利用状況

内容 利用件数

環境学習室利用 27団体， 250人

大：1il1

横手局．． 
横手自排局

環境図書、ビデオ

パネル貸し出し

その他（プロジェクター等）

18冊， 18本

59枚

9回

図1測定局の配置

1.2環境情報の提供

環境に関する知識の普及や環境教育・環境学習を支

援するため，環境センター内に設置している環境学習

室の利活用を促進しているほか，インターネットによ

る環境情報の提供及び環境図書，ビデオ，パネル等の

環境教材の貸出しを行っている。また， 13年度から体

験を伴った環境教育を提供するため，県内小学校を対

象に環境教育推進事業を実施しており、参加校も年々

増加している。

1.2.1インターネットによる情報提供

平成12年度にインターネット上に環境センターのホ

ームページ (http:/./www.pref.akita.jp/erica/

mainmenu.htm)を開設し，次の内容についで情報の提

供を行っている。

(1)調査研究の概要

(2)大気汚染常時監視測定結果（速報値）

(3)子供たちの環境学習のページ

①空と水の環境学習

②夏休み子供環境教室

1.2.3環境教育推進事業の実施状況

環境に関する正しい理解と環境に配慮する意識の醸

成を目的に， 13年度から県内の小学校を対象に，体験

を伴った環境教育として，大気（二酸化窒素）と水質

(pH, COD)の簡易測定方法を指導する環境教育推進

事業（空と水の環境学習）を実施している。実施状況

は表4のとおりである。

表4 環境学習推進事業実施状況

区分 学校名 実施学年 児童数

東成瀬村東成瀬小 4,6年生 45人

仙南村仙南東小 6年生 31人

昭和町大久保小 5年生 62人

大気測定 羽後町飯沢小 3~6年生 20人

若美町鵜木小 5~6年生 36人

千畑町千畑南小 5年生 35人

小計 229人

東成瀬村東成瀬小． 4,6年生 45人

仙南村仙南東小 6年生 31人

本荘市子吉小 4年生 39人

昭和町大久保小 5年生 62人

水質測定 本荘市石沢小 3~6年生 86人

羽後町飯沢小 3~6年生 20人

若美町鵜木小 5~6年生 36人

千畑町千畑南小 5年生 35人

小計 354人

合計 583人
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2.化学物質班

当班は，大気中における揮発性有機化合物 (VOCs)

のモニタリング調査をはじめ，環境中の有機化合物に

係る各種調査を主な業務としている。また，ダイオキ

シン類については，平成 14年度から分析を開始した。

2.1ダイオキシン類調査

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき，発生源土

壌28検体，水田土壌9検体のダイオキシン類（ポリ塩

化ジベンゾフラン，ポリ塩化ジベンゾーバラージオキ

シン及びコプラナーポリ塩化ビフェニル）を分析した。

発生源土壌及び水田土壌の調査結果は，土壌の環境基

準1,000pg-IBQ/gを大幅に下回っていた。

2.2大気中揮発性有機化合物 (VOCs)のモニタリ

ング調査

大気汚染防止法第 18条の 23の規定により， VOCs

のモニタリング調査を毎月 1回，一般環境 2地点，沿

道 1地点及び固定発生源周辺 1地点の計4地点で実施

した。環境基準の定められているジクロロメタン，ベ

ンゼン，トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレ

ンについては，すべての地点で年平均値が環境基準値

を満たしていた。塩化ビニルモノマー等 5化合物につ

いては，固定発生源周辺 1 地点を除く 3 地点で 1,3—プ

タジェンの年平均値が参考基準を上回ったが，他の化

合物の年平均値は参考基準値以内であった。モニタリ

ング調査の概要と結果は，調査報告として 28~31ペー

ジに掲載した。

2.3公共用水域水質調査

水質汚濁防止法第 15条の規定に基づき，十和田湖，

八郎湖，田沢湖の湖心と馬場目川の 1地点で年 1回，

揮発性有機化合物である 1,1—ジクロロエチレン，ジク

ロロメタン，シス＿1,2-ジクロロエチレン， 1,1,1-トリク

ロロエタン，四塩化炭素， 1,2-ジクロロエタン，ベンゼ

ン，トリクロロエチレン， 1,3ージクロロプロペン， 1,1;2-

トリクロロエタン及びテトラクロロエチレン，農薬の

チウラム，シマジン，チオベンカルプ及びポリ塩化ビ

フェニル (PCB)の分析をした。その結果，すべての

測定物質は報告下限値未満であった。

2.4ゴルフ場農薬水質環境実態調査

「ゴルフ場の農薬による水質汚濁防止対策実施要網

（平成 2年8月制定）」に基づき，県内のゴルフ場 20

ヶ所を対象に，排水中農薬濃度に指針値が設定されて

いる殺虫剤 8種類，殺菌剤 13種類及び除草剤 14種類

の計 35種類の農薬について，排水中の分析を行った。

調査の結果，すべての農薬が報告下限値未満であった。

2.5工場排水基準検査

水質汚濁防止法に基づく特定事業場の排水について，

11種類の揮発性有機化合物の検査を行った。検査工場

は延べ68工場で，検査項目数は延べ98項目であった。

検査の結果，テトラクロロエチレンで 2工場が排水基

準を上回った。

2.6廃棄物処分場排水等検査

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき，産業

廃棄物最終処分場の放流水 6検体，周辺環境として農

業用水 2検体，汚泥 7検体について，公共水域水質調

査と同じく 11種類の揮発性有機化合物， 3種類の農薬

及びPCBの分析をした。その結果，すべての測定物質

は報告下限値未満であった。また，一般廃棄物最終処

分場 19ヶ所の放流水について， PCBの分析をしたが，

分析値は報告下限値未満であった。

この他，産業廃棄物最終処分場周辺の環境調査とし

て，地下水，公共用水域などを対象に 145検体の 11種

類の揮発性有機化合物， 3種類の農薬及びPCBを，延

べ1,428項目の分析をした。

2.7化学物質環境汚染実態調査

本調査は環境省からの委託調査で，環境リスク評価

に必要なヒト及び生物の暴露データを取得するための

暴露量調査と残留性有機汚染物質 (POPs)条約対象物

質等の環境汚染実態を経年的に把握するためのモニタ

リング調査からなる。調査地点は八郎湖湖心 1地点で

ある。暴露量調査では，水質は 1,2—ジクロロベンゼン，

デカプロモジフェニルエーテル，ベンゾ[a]ピレン，ペ

ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフル

オロオクタン酸 (PFOA)の5物質を，底質は前記5物

質からPFOS及びPFOAを除いた3物質を対象とした。

モニタリング調査では，水質はPCB,1,1,1—トリクロロ

-2,2-ピス（4-クロロフェニル）エタン (DDT)類 (6物

質），クロルデン類 (5物質），ディルドリン，アルドリ

ン，ェンドリン，ヘプタクロル及びヘキサクロロベン

ゼンの計 17物質を対象とし，底質は前記 17物質にヘ

キサクロロシクロヘキサン (2物質），トリプチルスズ

化合物 (IBT)及びトリフェニルスズ化合物 (1PT)を

加えた計21物質を対象とした。
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3. 大気・水質班

当班は，有害大気汚染物質モニタリング（重金属），

工場のばい煙・排出水の基準検査及び湖沼，酸性河

川等の水質調査を主な業務としている。

3.1ばい煙発生施設等の排出基準検査

3.1.1煙道排ガス検査

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設のうち，

廃棄物焼却炉や排出ガス董の多い施設のばい煙につ

いて，ばいじんや塩化水素等の検査を行った。検査

施設は 11工場・事業場の 11施設で，検査項目数は延

べ20項目であった。検査の結果，ばいじんで 1施設

が排出基準を超過した。

3. 1. 2使用燃料油の硫黄分検査

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設及び秋田

県公害防止条例に基づく指定ばい煙発生施設で使用

されている燃料油の硫黄分を検査した。 129施設で

使用されている燃料油 64検体について硫黄分の分析

を行い，硫黄酸化物の排出量を調査した結果，．すべ

ての施設が硫黄酸化物の排出基準に適合していた。

3. 2騒音調査

3. 2.1秋田空港周辺航空機騒音調査

秋田空港周辺における航空機騒音に係る環境基準

（地域類型11の基準値： 75 WECPNL以下）の維持

達成状況を把握するため，雄和町堤根地区で， 5月， 9

月及び IO月に調査を実施した。調査の結果，年間平

均値は 70.5 WECPNLであり，環境基準を達成して

いた。また，藤森及び安養寺地区で自動測定装置に

よる連続調査を行った結果，年間平均値は，藤森が

64.8 WECPNL,安養寺が 66.3 WECPNLであり，環

境基準を達成していた。

3.2. 2大館能代空港周辺航空機騒音調査

大館能代空港周辺地域における航空機騒音の実態

を把握するため， 10月に空港周辺の 2地点で調査を

実施した。時間帯補正等価騒音 (Lden)の平均値は

空港西で46.7dB, 中屋敷で42.6dBであり，「小規

模飛行場環境保全暫定指針」に定める指針値（種別

Il, 65 dB以下）を満足していた。

3. 3酸性雨調査

県内の酸性雨の状況を把握するため， 1週間毎に

降雨・降雪を採取し．pH及び試料中のイオン成分濃

度等の測定を行った。調査の結果，pHの年間平均は

大館が 4.68,秋田が 4.59,横手が 4.86であった。

3.4有害大気汚染物質（重金属）モニタリング

調査

大気汚染防止法第 18条の 23の規定により，重金

属類 6物質（ニッケル，マンガン，クロム，ベリリ

ウム，ヒ素，水銀）のモニタリング調査を毎月 1回，

一般環境 2地点，沿道 1地点，固定発生源周辺 1地

点の計 4地点で実施した。クロムを除く 5物質につ

いては WHOガイドライン等で大気環境目標値が示

されており，調査の結果，すべての地点で年平均値

が，これらの目標値を下回っていた。

3.5秋田県における大気中の有害金属に関する

調査研究

大気中に浮遊する粒子は，土壌や海水の飛沫など

自然に由来するものと，工場・事業所のばい煙や自

動車排ガス粉じんのような人為活動に由来するもの

に大別される。これらの粒子は，起源によって粒径

分布や，化学成分組成などに幾つかの特徴を持つこ

とが知られている。本研究では，これらの特性を利

用して大気中の有害金属に係る発生源の寄与割合を

推定することを目的とし，本年度は主に分析条件の

検討を行った。

3. 6公共用水域水質環境基準調査

水質汚濁防止法第 15条の規定に基づき，十和田湖，

田沢湖，八郎湖及び八郎湖流入河川の水質汚濁状況

を監視するため，水質環境基準調査を実施している。

3. 6.1十和田湖水質環境基準調査

十和田湖の水質については，秋田県と青森県が共

同で調査を実施している。調査地点は，図 lに示し

た湖内 9地点 (0m及び5m)で，毎月 1回 (4~11

月）の頻度で調査を行い，本県は 54検体，延べ 577

項目を分析した。

(I)分析項目

pH, EC, DO, COD, SS,大腸菌群数， T-N,T-P, 

NH.-N, NO,-N, NQ3-N, PO.-P, Cd, CN, Pb, CrべAs,

T-Hg, Se, F, B, NO,・NO,-N, Cu, Zn, Fe, Mn, 

クロロフィルa

以上 27項E

- 10 -
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(2)調査結果

健康項目については，環境基準点の湖心と子ノロ

で調査した結果，両地点とも全項目で環境基準を達

成していた。また，生活環境項目では，湖心と子ノ

ロにおける CODの75％値が共に1.4mg/Lと，環境

基準の Img/Lを上回ったほか，大腸菌群数及び DO

でも一部の地点や月で環境基準値を上回ることがあ

ったが，その他の項目については，環境基準を達成

していた。

滝ノ沢

銀山

銀山 湖心．． 
大）1|岱

鉛山

/ 

大川岱． 

，大畳石
大畳石． 

鉛・西山湖□
休屋

和井内

図1 十和田湖の調査地点

3.6. 2田沢湖水質環境基準調査

調査地点は図 2に示す 5地点で，表層水について

月 1回 (4~II月）の頻度で調査を行い， 40検体，

延べ 364項目を分析した。

(I)分析項目

pH, EC, DO, COD, SS,大腸菌群数， T-N,T-P, 

クロロフィル a,Cd, CN, Pb, Cr6+, As, T-Hg, Se, 

N03•NO,-N, F, B, Cu, Zn, Fe, Mn 

以上 23項目

z
ー
、

相内潟

， 
田沢湖発霞所 ， 

0 ' 田11導水路
先達川

導水路． 
相内潟 ． 

春山

春 山

湖心． 
かんがい用 潟尻

恥口 ＼・
潟尻 田子ノ木． 

l
lし
＼

＿

生保内川発電所

、取水口
田子／木 、

(2)調査結果

健康項目については，環境基準点の湖心と春山で

調査し，両地点で各項目とも環境基準を達成してい

た。生活環境項目については，湖心と春山におけるpH

は上流に位置する玉川酸性水の影響により 5.3~6.0

と低い値を示し，昨年と比較してほとんど変化がな

かった。その他の項目については，全地点で環境基

準を達成していた。

3.6.3八郎湖水質環境基準調査

調査地点は図 3に示す 7地点（●印で表示）で，

毎月 1回（八郎湖調整池の 1,2月は凍結のため未採

水）調査し， 157検体，延べ 1,922項目を分析した。

(1)分析項目

pH, EC, DO, BOD, COD, dCOD, SS, T-N, dT-N, 

T-P, dT-P,大腸菌群数， NH.-N,NO,-N, NO)-N, 

PO.-P,クロロフィル a,cr, Cd, CN, Pb, Cr.., As, 

T-Hg, Se, F, B, N03•N02-N, Cu, Zn, Fe, Mn 

以上 32項目

(2)調査結果

健康項目については，野石橋，大潟橋及び八郎湖

湖心で調査し，各地点とも全項目で環境基準を達成

していた。生活環境項目については， CODが全地点

で， SSがほとんどの検体で環境基準値を上回ったほ

か，pHとDOでも一部の検体で基準を上回る場合が

あった。その他の項目は，環境基準を満足していた。

3.6.4八郎湖流入河川水質環境基準調査

八郎湖に流入する 5河川の水質を，図 3に示す 6

地点（■印で表示）で調査した。調査頻度は毎月 1

回で， 72検体，延べ 1,180項目を分析した。

(I)分析項目

pH, EC, DO, BOD, COD, dCOD, SS, T-N, dT-N, 

T-P, dT-P,大腸菌群数， NH.-N,N02-N, NOぶ，

PO.-P, N03•N02-N, F, B, Cd, CN, Pb, Cr.., As, T-Hg, 

Se, Cu, Zn, Fe, Mn 以上 31項目

(2)調査結果

健康項目については，全地点で各項目とも環境基

準を達成していた。生活環境項目については，馬踏

川（馬踏川橋）で， BOD(75％値）が環境基準値を

上回ったほか， DO, SS, 大腸菌群数でも一部の検

体で基準を上回った。その他の項目は，環境基準を

満足していた。

図2 田沢湖の調査地点
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ー
（分析項目） pH, EC, DO, COD, dCOD, SS, T-N, 

dT-N, T-P, dT-P,クロロフィル a,NHぶ， N02-N,

N03-N, PO.-P 以上 15項目

大潟村

B
 

本

海

馬場目川

・‘ 

・足沢発電所

JII 

図3 八郎湖及び八郎湖流入河川の調査地点

3. 7八郎・湖水質保全対策事業

3. 7. 1レイクリフターによる水質浄化対策調査

八郎湖の浄化対策の一環として，平成 6年度に西

部承水路の五明光橋の北側 1ヶ所，平成 8年度に五

明光橋の南側 lヶ所に間欠式空気揚水筒（レイクリ

フター）を設置して水質の調査を行っている。平成 14

年度は， 4月にレイクリフターを始動し， 11月に停

止するまで，水質調査を 3地点 2層（4月のみ 3層）

で毎月 1回行った (51検体，延べ 408項目）。

（分析項目）pH, EC, DO, COD, SS, T-N, T-P, 

クロロフィル a 以上 8項目

3. 7. 2西部承水路の水の入れ替え事業調査

八郎湖で，最も水質汚濁が進行している西部承水

路の水質改善のため，平成 12年度から西部承水路の

水を，比較的汚れの少ない東部承水路側の水と入れ

替える事業を実施している。また，平成 13年度から
かんがい

は，非灌漑期における水の滞留に伴う水質悪化を改

善するため，流動化事業を合わせて実施している。

水の入れ替え及び流動化を実施した 9~10月に 6

地点で，各地点 2~ 6回の水質調査を実施した (26

検体，延べ 286項目）。また，その他に毎月 1回3地

点で水質調査を実施した (36検体，延べ 504項目）。

3.8 十和田湖の水質•生態系管理に関する調査

十和田湖における水質汚濁の進行，魚種の変化な

どの背景にある水質と生態系の相互関係を調査する

ため，平成 IO~12年度に国立環境研究所，青森県

及び秋田県による共同の調査研究が行われた。平成

13年度からは，青森県及び秋田県の両県で調査を継

続している。当センターでは，湖心 (8層）及び湖

に流入する 8河川について 5月， 7月， 9月の年 3回

調査し， 48検体，延べ 751項目を分析した。

（分析項目） pH, EC, DO, BOD, COD, dCOD, SS, 

T-N, dT-N, T-P, dT-P,大腸菌群数， NH.-N,NOぶ，

NOJ-N, PO4-P 以上 16項目

3. 9玉川酸性水影響調査

強酸性の玉川の導水により酸性化した田沢湖のpH

は，上流部に建設された酸性水中和処理施設が本格

稼働した平成 3年 4月以降，徐々に上昇してきてい

る。しかし，今後pHの改善に伴い，湖内の生息プ

ランクトンなど生態系に変化が生じ，水質などにも

大きな影響を与える可能性がある。そこで，昭和 63

年 4月から田沢湖及び宝仙湖（玉川ダム）の水質変

化に伴う影響を継続的に調査している。

3. 9. 1田沢湖の水質等に関する調査

湖内の 2地点（湖心：水深 400m, 田沢湖発電所

前：水深 300m)で，湖面から湖底までの間の IO層

及び導水路 2地点について， 5, 7, 9月の年 3回調

査し， 66検体，延べ 1062項目を分析した。

（分析項目） pH, EC, DO, COD, SS, T-N, T-P, NHぶ，

N02-N, NO,-N, PO.-P,クロロフィル a,TOC, Cl, 

so九 Na¥K¥ Mg2+, Ca2+, Fe, Mn, Al,, 8.4酸度

以上 23項目

3.9.2宝仙湖の水質等に関する調査

湖内 2地点の 3層で， 5月と 9月の 2回調査し， 12

検体，延べ 180項目を分析した。

（分析項目） pH, EC, DO, COD, SS, T-N, T-P, NH.-N, 

N02-N, NO,-N, PO.-P,クロロフィルa,Fe, Mn, Al 

以上 15項目
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3.9.3田沢湖流入中小河川調査

田沢湖に流入する河川水と沢水について， 7月に

調査し， 16検体，延べ96項目を分析した。

（分析項目） pH, EC, COD, SS, T-N, T-P 

3.10アオコ発生機構解明に関する調査研究

富栄養化が進んでいる八郎湖では，平成 11年度に

過去最大規模と言われるほどの大董のアオコが発生

し，ワカサギ漁への影響や水道水の異臭問題等が起

きた。さらに，平成 12年度にも，大量のアオコが発

生した。このため，平成 13年度から 3ヶ年の計画で，

アオコの発生機構を解明するため，調査研究を実施

している。平成 14年度は，調整池東部 3層 (0m, Im, 

2m)及び湖心 4層 (0m, 1 m, 2 m, 5 m)で，水

質及び関連項目について調査を行った。調査回数は

10回で， 70検体，延べ 1,186項目を分析した。

(1)分析項目

pH, EC, DO, COD, dCOD, SS, T-N, dT-N, 

T-P, dT-P, NH,~N, N02-N, NOぶ， PO,-P,TOC, 

dTOC,クロロフィルa,ミクロシスチン (RR,YR, 

LR) 以上20項目

(2)調査結果

pH及び DO濃度は，アオコが見られる時に高くな

る傾向があったが， SS,T-N, T-P, クロロフィル a

濃度は，アオコとの関係がみられなかった。今年度

のアオコの発生量は，平成 13年度に引き続き，平成

11, 12年度と比較して極端に少なく，水質の変化も

ほとんどみられなかった。ミクロシスチンについて

は定量下限値末満であった。

3.11特定水域水質調査

県内には閉山した鉱山等から流出する坑内水や強

酸性の湧出水の影響を受けている水系がいくつかあ

り，これらの水系の経時的な水質の変化を把握する

ため，定期的に水質調査を実施している。平成 14年

度は，米代川水系の小坂川，秋田県南西部に位置す

る白雪川，雄物川水系の高松川の 3河川の調査を行

った。

3.11. 1小坂川流域水質調査

旧相内鉱山や小坂鉱山の河川への影響を調べるた

め，小坂川流域の 14地点で水質調査を行った。（調

査月 7月，延べ分析項目数 161)

(1)分析項目

pH, EC, Cu, Pb, Cd, Zn, Fe, Mn, As, Se, Sb, T-Hg 

以上 12項目

(2)調査結果

一部の排水等で複数の重金属が検出されたが，下

流の小坂川大地橋（環境基準点）では， Cd,Pb, As, Se, 

T-Hg濃度すべてが環境基準値を下回った。

3.11.2白雪川流域水質調査

白雪川の支流である赤川及び岩股川上流部から湧

出している酸性湧水による河川への影響を調べるた

め，湧水を含む白雪川流域の水質について 6月(19

地点）及び 10月 (23地点）の年 2回調査し， 42検

体，延べ462項目を分析した。

(1)分析項目

pH, EC, Cl―,so/, Na¥ K¥ Mg2・, Ca2+. Fe, Mn, Al 

以上 11項目

(2)調査結果

赤川の酸性化の原因である赤川湧水及び涸沢湧水

のpHは 4.5~4.7,岩股川及び鳥越川の酸性化の原

因である獅子ケ鼻湧水，岩股湧水，鳥越湧水のpH

は4.5~4.7で，これまでの調査と比較してほとんど

変化はみられなかった。これらの湧水が合流した後

の白雪川末端の白雪橋では，pH 6.7~6.9と酸性湧

水の影響がみられた。

3.11. 3高松川流域水質調査

高松川の支流である湯尻沢の上流部から湧出して

いる強酸性の川原毛湧水による河川への影響を調べ

るため，高松川流域の水質について 6月及び 10月（各

10地点）の年 2回調査し， 20検体，延べ 220項目を

分析した。

(I)分析項目

pH, EC, Pb, Cd, As, Cl―,SO九Na+,K+, Mg2+, Ca2+ 

以上 11項目

(2)調査結果

川原毛湧水の水質は，pHが1.3, Pb, Cd, As濃度

がそれぞれ0.72~1.0mg/L, 0.019 mg/L, 0.40~0.47 

mg/Lであった。下流の高松川の須川橋（環境基準点）

では，pHは 3.4~3.8と依然として湧水の影響を受

け低い状態であったが， Pb, Cd, As濃度は環境基

準を満足していた。

3. 12休廃止鉱山対策調査

県内には現在 248ヶ所の休廃止鉱山が確認されて

いる。このうち，坑水，廃水及びズリの浸透水等に
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より，下流域の水田等に被害を及ぼす可能性のある

所については，昭和46年度から国の補助事業により，

鉱害防止工事を実施している。これらの休廃止鉱山

については毎年水質調査を実施し，鉱害の未然防止

に努めている。平成 14年度は，不老倉，赤倉，立又，

畑，宮田又，吉乃，来田，白沢，川原毛の 9鉱山の

坑水等23検体，延べ 161項目を分析した。

（分析項目）pH,EC, Cu, Pb, Zn, Cd, Fe 

3.13土壌汚染対策調査（ロット調査）

昭和 45年から．農用地の土壌の汚染防止等に関す

る法律に基づき，特定有害物質による汚染が懸念さ

れる農用地について，「細密調査」を実施している。

平成 14年度の細密調査の結果，玄米中の Cd濃度が

1.0 ppm以上検出された 4地区（鹿角市，鷹巣町，

田代町，増田町）の産米45検体について，食品衛生

法に基づく米の Cd規格基準検査（ロット調査）を

実施した。その結果，1.0 ppm 以上の汚染米は検出

されなかった。（表 1参照）

表1ロット調査結果

Cd含有濃度別検体数

市町名 <O.4 0.4~<1.0 ~ 1.0 

(ppm) (ppm) (ppm) 計

鹿角市 5 4 

゜
， 

鷹巣町 27 1 

゜
28 

田代町

゜
2 

゜
2 

増田町 5 1 

゜
6 

計 37 8 

゜
45 

3. 14廃棄物行政検査

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき，産

業廃棄物最終処分場の放流水 5検体及び燃えがら等

6検体の計 11検体について， Seの分析を実施した。

その結果，すべての検体が報告下限値未満であった。

3.15汚染井戸周辺地区調査

水質汚濁防止法第 15条の規定に基づき，平成元年

から秋田県内の地下水水質の汚濁状況を監視するた

め，計画的に概況調査を実施している。当センター

では，概況調査により新たに汚染井戸が発見された

場合に，汚染井戸周辺地区調査を実施している。概

況調査の結果， Pb,As, Bが検出された井戸の周辺

の地下水 8検体（合川町，大内町，協和町の Pb6検

体，合川町の AsI検体，鹿角市の BI検体），延べ 8

項目を分析した。その結果， 1検体の Pbが環境基準

値を上回った。

3. 16工場・事業場排水基準検査

水質汚濁防止法及び秋田県公害防止条例に基づく，

規制対象工場・事業場の排水基準適合状況を把握す

る目的で，水質調査を実施している。平成 14年度は，

24検体の Bについて分析を実施したが，すべて排水

基準値を下回った。

3.17緊急調査

3. 17.1能代産業廃棄物処理センクー関連調査

3. 17. 1. 1 蒲の沢下流城公共用水城水質調査

平成 14年 8月に大雨による処分場からの流出水の

影響を調査するため蒲の沢下流域 3地点について， 6

検体，延べ30項目の重金属等(pH,Pb, Cd, As, er) 
を分析した。

3. 17. 1. 2 排水処理施設処理水等水質調査

平成 14年 9月に処理センター内の水処理施設にお

ける流入水 (3検体）及び処理水 (I検体）の水質を

把握するため，pH, SS, B, Seの延べ 16項目を分

析した。

3. 17.1. 3 寒堤水質調査

平成 15年3月3日から寒堤で魚のへい死が継続的

にみられることから，その原因を調査するため，同

月に寒堤及びその流入水等の水を計 4回サンプリン

グし(5~6地点）， 21検体，延べ 77項目を分析した。

（分析項目）pH,EC, DO, BOD, SS,残留塩素， Pb,Cd, 

CN, As, er, T-Hg 以上 12項目

3.17. 2西部承水路の魚のへい死に係る水質調査

平成 14年 9月 17日に西部承水路で魚のへい死に

ついての情報があり，その原因を調べるために同日，

魚のへい死がみられた水域及びその周辺の水をサン

プリングし， 7検体，延べ77項目を分析した。

（分析項目）pH,SS, DO, COD,クロロフィルa,Cu, Pb, 

Cd, Zn, As, Hg 以上 11項目

3.17. 3白鳥飛来による水質影響調査

白鳥の飛来地の一つである皆瀬川の水質について，

白鳥による河川水質への影響を調べるため，飛来前
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の IO月及び飛来後の 1月に， 3地点について調査し，

6検体，延べ 42項目を分析した。また，玉川及び長

木川についても白鳥飛来後の 1月に，それぞれ 3地

点について調査し， 6検体，延べ 42項目を分析した。

（分析項目） pH, EC, SS, BOD,大腸菌群数， T-N,T-P 

以上 7項目

3.17.4漂流物調査

平成 15年 1月に秋田県沿岸に漂着したポリ容器の

内容物の組成を確認するため 8検体について調査し，

延べ 162項目を分析した。

(I)分析項目

pH, EC, F", Cl―, NOi, SO42―,Na', HNら K•, Mg2', Ca汽

Pb, Cd, As, Cr.., T-Hg, Se, 遊離 CN, 過酸化

水素，次亜塩素酸，po4-P 以上 21項目

(2)調査結果

内容物が海水と推定されたものが 6検体，濃塩酸

と推定されたものが 1検体，醤油と推定されたもの

が 1検体であった。

3. 18環境測定分析統一精度管理調査

環境測定分析の信頼性の確保及び精度の向上を図

るため，毎年全国の環境測定分析に従事する諸機関

を対象とした環境測定分析統一精度管理調査が実施

されている。本調査では，均ーに調製された環境試

料を，指定された方法又は任意の方法により分析す

ることで，得られた結果と前処理条件や測定機器の

使用条件等の関係から，分析上の問題点等について

の検討が行われている。平成 14年度は，土壌試料中

の Cd,Pb, Hgの 3項目を測定対象とした精度管理

調査に参加した。その結果，試料の調製及び設定濃

度とほぼ一致していた。
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